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１．地域生活支援拠点等とは？

【基本的な目的と背景】

▶ 障がい者の「重度化・高齢化」や親亡き後の生活も視野に入れ、緊急時の支援や施設や
病院等からの地域移行の仕組みを確保する体制を整えるための「場」および「体制」のこと。

▶ 令和６年（2024年）４月の障害者総合支援法改正により法定化され、市町村には整備の

    努力義務が課された。

【拠点に求められる５つの機能】

機能 内容 取り組み状況 ページ

１ 相談機能
常時の連絡体制を確保し、緊急事態等に必要なサービスの
コーディネートや相談･支援を行う機能

主に障がい者相談支援センター
で実施

P5

２
地域の体制
づくり

地域のニーズに対応できるサービス提供体制の確保、地域の
社会資源の連携体制の構築等を行う機能

主に障がい者相談支援センター
で実施

P5

３
専門的人材の
確保・養成

専門的な対応を行うことができる体制の確保や人材の養成を
行う機能

様々な場面で研修を実施 P6

４
緊急時の受け
入れ・対応

短期入所を活用した常時の緊急受入体制等を確保したうえで、
緊急時の受入や医療機関への連絡等の対応を行う機能

P7

５
体験の機会・
場の確保

地域移行支援や親元からの自立等に当たって、グループホー
ム等の障害福祉サービスの利用 や一人暮らしの体験の機会・
場を提供する機能

P13

取り組み
に課題
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熊本市障がい者生活プラン(R6-9年度)

障がいのある人の高齢化や障がいの重度化、親なき後も見据え、障がいのあ

る人やその家族が地域で安心して生活できるよう、地域の社会資源を活用した

居住支援の機能（相談、緊急時の受入れ・対応、体験の機会・場の提供、専門的

人材の確保・養成、地域の体制づくり）の充実に取り組みます。

第７期熊本市障がい福祉計画（R6-8年度）

＜国の基本指針＞

令和8年度末までに、各市町村又は各圏域に1つ以上の地域生活支援拠点等

を整備するとともに、その機能の充実のため、コーディネーターの配置、地域生

活支援拠点等の機能を担う障害福祉サービス事業所等の担当者の配置、支援

ネットワークなどによる効果的な支援体制及び緊急時の連絡体制の構築を進

め 、また、年1回以上、支援の実績等を踏まえ運用状況を検証及び検討するこ

とを基本とする。 3



２．熊本市の整備イメージ図

障がい者相談支援センター
（市内9ヵ所）

①相談支援機能

②地域の体制づくり
→コーディネートを担う人材の配置
→地域の社会資源を活用・連携

〈地域生活支援拠点の中核〉

④緊急時の受入れ・対応

⑤体験の機会・場の確保

障がい児・者、家族

発達障がい者支援センター

＜専門的な相談機関＞

医療機関

障がい者就労・生活支援センター

相談支援事業所

＜計画相談＞

民生・児童委員

地域団体（自治会等）

・地域での見守り、災害時の支援

ささえりあ

・高齢者分野との連携

まちづくりセンター

〈区役所との連携〉

障害福祉サービス事業所相談

アウトリーチ
災害時支援

熊本市障がい者自立支援協議会・部会

中央区

北区

南区西区

東区 区間での
課題共有・連携

③専門性の確保（研修実施）

区を基本とする
関係者間の有機的な連携の輪

課題や状況等の
情報共有

③専門性の確保
（研修実施）

区を基本単位とした関係機関の連携による地域生活支援

区役所福祉課・保健こども課

こころの健康センター

こども発達支援センター

児童発達支援センター

精神科救急情報センター

他

相談

連携強化
助言

人材育成

相談

スムーズな
利用に向けた調整

利用

相談連携強化

拠点整備により特に強化される部分

〈地域〉

連携

連携強化

障がい者虐待防止センター

地域住民
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３．拠点に求められる５つの機能の現状（相談・地域の体制づくり）

（１）相談

（２）
地域の
体制づくり

常時の連絡体制を確保し、緊急事態等に必要なサービスのコーディネートや相談･支援を行う機能

①障がい者相談支援センターの設置（H27年度～ ）

②同センターに相談支援機能強化員を配置し、専門性を確保（H27年度～ ）

③同センターを基幹相談支援センターに位置付ける（R3年度～）

 ・地域における困難ケースへの対応や、障がいの特性に起因して生じた緊急の事態等に必要な

     サービスのコーディネートや相談、その他必要な支援を行う

国が示す機能

取り組み状況

地域のニーズに対応できるサービス提供体制の確保、地域の社会資源の連携体制の構築等を行う

機能

①障がい者相談支援センターに地域支援員を１名ずつ配置（R3年度～ ）

②同センターで地域支援事業を実施し、関係機関間のネットワークづくりを行う。（R3年度～ ）

③地域における社会資源を整理し、見える化を図る

（地域支援事業）

・地域における障がい福祉に関する様々な関係機関とのネットワークの構築及び連携

・アウトリーチの実施、社会資源の情報収集や共有化、開発等

・地域における障がい者等への理解促進、災害時における障がい者等の支援体制の構築

④（仮称）暮らしを考える会の検討

・区単位でモデル的に実施することを検討し、地域の特性を踏まえた議論を進める。

取り組み状況

国が示す機能
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（３）
専門的人材
の確保・養成

専門的な対応を行うことができる体制の確保や人材の養成を行う機能

①市内の相談支援専門員のスキルアップ

・障がい者相談支援センターの役割として、市内の相談支援専門員に対する研修

  やネットワーク会議等を通じて、専門的な知識を向上させ、スキルアップにつなげる

・地域づくり、人材育成、困難事例への対応など地域の中核的な役割を担う主任専

門相談員の配置を増やす

②医療的ケア児等コーディネーターの配置

・医療的ケア児の支援に必要な知識を有する人材の育成（養成研修等）に取り組み、

障がい者相談支援センターにコーディネーターの配置を行う

③児童発達支援センター機能強化事業

・障害児通所支援事業所の職員に対する研修等を実施し、スキルアップに繋げる

④その他

・障がい者自立支援協議会の各専門部会において、研修やグループワークなどを実

施し、障がいのある方を支援する者のスキルアップを図る

国が示す機能

取り組み状況

３．拠点に求められる５つの機能の現状（専門的人材の確保・養成）
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7

（４） 緊急時の受け入れ・対応

３．拠点に求められる５つの機能の現状（緊急時の受け入れ・対応）

国が示す機能

取り組み状況

短期入所を活用した常時の緊急受入体制等を確保したうえで、緊急時の受入や医療機関

への連絡等の対応を行う機能

①緊急時に備えた平時からの体制整備の検討（事前登録） → P8

②緊急時に備えた協力施設（事業所）のリスト化（見える化）→ P9

③緊急時の対応における対応手順の整理（フロー図） → P12

虐待対応時の一時避難や介護者の急病時など、緊急の受け入れ先を探す際には、

職員が個別に一件一件施設へ確認するなど、非効率な対応を行っている状況。

緊急時に備えた平時からの体制整備および緊急時の対応をシステム化し、迅速かつ確実に

受け入れ先を確保できる仕組みを構築する必要ため、以下の点について検討。
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①緊急時に備えた平時からの体制整備の検討（事前登録）

想定される利用者の把握（緊急時を“緊急”にしない取り組み）

・８０５０問題など、介護者が入院する等して、看護できるものがいなくなった場合などに備えて、

以下の事前登録シートを活用し、支援が必要な方の情報を把握する。

・ささえりあや民生委員をはじめとする地域住民からの事前の情報提供や基幹相談支援センターに配布済みの個別避難計画の

要支援者名簿を活用し、できる限り緊急事案に発展する恐れのある方を事前把握することで、緊急事態を想定内にでき、対応

を事前に関係者で確認しておくことが可能となる。

様式や受付窓口、管理方法など課題あり。
区や基幹相談支援センター等と協議を行い検討する。

案



入所施設やグループホーム（共同生活援助事業所）を対象にアンケート調査を実施（R7.9.19～R7.10.3）

（主なアンケート結果）

①回答施設数：72施設

・入所施設：13施設中6施設（回答率：46％）

・共同生活援助事業所：103施設中66施設（回答率：64％）

②緊急時の受け入れの可否

・可能：15施設

・条件付きで可能：30件（施設のルールを守れる方、他害的な行為、飛び出しがない方 など）

③体験利用の受け入れの可否

・可能：30施設

・条件付きで可能：23施設（他害的な行為、飛び出しがない方、入居見込みがある方 など）

（今後の方針）

・短期入所を持つ障害者支援施設やGH（日中サービス支援型）を中心に、地域生活支援拠点等の「緊急時の

受け入れ・対応」を担う事業所として募集し、リスト化する（市ホームページに掲載）。

⇒拠点等であることを要件とする各種加算の認定を検討。

9

②緊急時に備えた協力施設（事業所）のリスト化（見える化）
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事業所名 所在地 電話番号 運営法人・団体等
サービス等
（事業所番号）

担う機能

相
談

地
域
づ
く
り

緊
急
時
の
受
入
れ
・
対
応

体
験
の
機
会
・
場
の
提
供

専
門
的
人
材
の
確
保
・
養
成

１
（例）
障がい者相談支援
センター〇〇〇

熊本市〇区〇－〇 〇ー〇ー〇
社会福祉法人
○○

基幹相談支援
センター

〇 〇 〇

２
グループホーム
○○〇〇

日中サービス支
援型グループ
ホーム

〇 〇

３ 〇〇病院 〇

４
障害者支援施設
〇〇〇〇

〇 〇

５

拠点機能事業所一覧
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1 2

6

10

14

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度

共同生活援助（日中サービス支援型）

（参考） 共同生活援助（日中サービス支援型）事業所数の推移（R8.2.1現在）

（内訳）
・中央区：１ヵ所
・東区 ：１ヵ所
・西区 ：2ヵ所
・南区 ：6ヵ所
・北区 ：４ヵ所

計：14ヵ所

※年間およそ４ヵ所程度の開設が続いており、令和４年度と比較すると、7倍の増加↑

※一方で、南区・北区に比べて中央区・東区・西区では事業所数が少ない状況にあるため、
地域間のバランスを図りつつ、今後も充実に向けて計画的に施設整備を進める必要がある
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③緊急時の対応における流れの整理（フロー図）

緊急事態発生（介護者の急病等）

障がい福祉サービスを
利用している

障がい福祉サービスを
利用していない

短期入所の支給決定なし

相談支援事業所
（サービス事業所）へ連絡

短期入所の支給決定あり

短期入所の事業所調整

区で短期入所の支給決定

拠点機能事業所
一覧を活用

区役所・基幹センター等へ連絡

状況確認、ケース検討
※入院または親族での一時受け入れを優先的に検討

※併行し、区役所と障がい福祉課・サービス課と協議

特例介護給付費の支給決定

区役所へ相談

緊急時に安心して
短期入所を利用で
きるよう、平時か
ら備えておく

案

入院または親族での一時受け入れ

※入院または親族での
一時受け入れが困難な場合

・・・ 緊急時の対応終結 （今後、出口支援を検討）

短期入所での受け入れ

在宅での支援の検討

親族の支援や生活介護やヘルパー（居宅介
護・重訪）等社会資源を組み合わせて対応



５．体験の機会・場の確保

（５） 体験の機会・場の確保
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国が示す機能

取り組み状況

地域移行支援や親元からの自立等に当たって、グループホーム等の障害福祉サービスの

利用や一人暮らしの体験の機会・場を提供する機能

①GHの空き情報の見える化を図り、関係機関で情報把握できる環境を整える →P14 

・住まいプラグ（KP5000）の登録促進と情報環境の整備

・相談支援部会における住まいプラグ利用促進および体験利用促進の取組

②体験の機会・場の確保 →P15

・グループホーム交流会の開催

・相談支援部会における地域に就労体験の場を確保するための取り組み



・住まいプラグ（KP5000）の登録促進と情報環境の整備
情報発信サイト「住まいプラグ（KP5000）」の活用を推進するとともに、グループホームへの説明会等を
実施し、登録数の拡大を図る。これにより、関係機関が空き情報を把握しやすい環境を整備する。

・相談支援部会における住まいプラグ利用促進および体験利用促進の取組
相談支援部会を通じて、相談支援専門員に対し住まいプラグの活用促進を働きかけ、情報共有の強化を図る。
また、平時からの備えの重要性を共有し、緊急時に備えた計画の作成等について相談支援専門員へ働きかけを行う。

14

①GHの空き情報の見える化を図り、関係機関で情報把握できる環境を整える

63
73

79
87

103

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度

事業所数

869 933
992

1097

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

利用実績（実利用人数）

共同生活援助（グループホーム）の実利用人数と事業所数の推移

事業所数および実利用人数は、近年着実に増加している。
今後も体験の機会・場の確保に向け、以下の取組を継続して進めていく。
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・グループホーム交流会の開催

①R7.９．１７ 令和7年度第１回 参加人数：42名
「虐待状況の報告」、「熊本市における地域生活支援拠点整備」「支援者のケア」について講義を実施。
「支援者のケア」では、九州ルーテル学院大学の西章男先生をお招きし、日ごろの支援の在り方や虐待を未然に防ぐ
ための心のケアについてのグループワークも実施。

② R8.１．１４ 令和7年度第2回 参加人数：60名
「地域連携推進会議」をテーマに実施。本市より制度についての説明後、実際に「地域連携推進会議」 を行った３事業所
から報告をいただき、グループワークを実施。

・相談支援部会における地域に就労体験の場を確保するための取り組み

・関係団体にヒアリングを行い、実情を共有し内容を検討。
・就労部会及び熊本障害者就業・生活支援センター縁と意見交換を実施。

⇒部会間の連携を強化し、多様な就労体験の場の確保につなげていく

②体験の機会・場の確保

※地域連携推進会議とは・・・

施設と地域の連携を推進し、事業所運営に活かしていく取り組み。令和7年度から年1回以上の開催が義務化。

（目的）

①利用者と地域との関係づくり （つながる）

②地域の人への施設等や利用者への理解の促進 （知ってもらう）

③施設・サービスの透明性・質の確保 （質を守る）

④利用者の権利擁護 （利用者の意見を取り入れる）
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